
新規加入 

■組合員資格 

以下の要件を満たす方は、組合員になることができます。 

 ①原則、岡山県在住者  ・ただし、県外在住者の内「勤務地が岡山県内の方」は加入できます。 

 ②成年         ・ただし、就労している未成年者は加入できます。 

 

■手続きに必要な物 
 ①加入申込書 

 ②初回出資金 

 

■手続き方法 

 ①「加入申込書」に記入して郵送またはメールにて送信ください。 

②初回出資金を下記口座にお振込みください。振込手数料は加入者様負担でお願い致します。 
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■手続き時の注意点 

 ①申込書記入方法    ・加入申込書は、原則、ご本人に記入していただきます。ただし、やむを
えず代筆をする場合は、本人の意思を確認した上で記入してください。 

 
             ・氏名・ふりがな・性別・生年月日・住所は、必ず記入をしてください。 
 
 ②初回出資額      ・新規加入時の出資額は、500円／１口の単位からです。 

出来れば 5,000円／10口以上からお願いします。 
 

 ③注意事項       ・正式な組合員証がお手元に届くまでお振込の控えは大切に保管してく 
ださい。  

 

 

 


